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　非課税者の方が「かみたんプレミアム商品券」を購入するために必要な、購入引換券の交付申
請期限を１月31日(金)まで延長しました。
　購入希望の方は、期限までに申請をお願いします。※当日消印有効
　なお、購入引換券交付申請書は健康福祉課窓口でも配布しております。

　令和元(平成31)年中に住宅を新築・購入・増改築をして、金融機関や勤務先から借り入れた住宅
ローンの返済期間が10年以上である等、一定の要件にあてはまれば「住宅借入金等特別控除」を
受けることができ、所得税が軽減されます。この特別控除を受けるには、新築し、居住を開始した
翌年に所得税の確定申告をする必要があります。
●確定申告の場所・期間
○マロニエプラザ申告相談会場
▶期間＝２月17日(月)～３月16日(月)の平日、及び２月24日(祝)・３月１日(日)
▶時間＝午前９時～午後４時
○上三川町役場(３階申告会場)
▶期間＝２月17日(月)～３月16日(月)の平日、及び２月24日(祝)・３月１日(日)
▶申告相談時間＝午前８時30分～正午、午後１時～午後５時(日曜日、祝日は午後４時)
▶受付時間＝午前７時40分～午前11時、午後１時～午後４時(日曜日、祝日は午後３時)

●申告に必要な書類等

①令和元（平成31）年分の給与の源泉徴収票  
（原本） 

②住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明
書（２か所以上から借入れがある場合はすべ
　ての証明書）

③工事請負契約書又は売買契約書の写し（契
約年月日・契約金額・契約者名・物件記載の
ページと収入印紙が添付してあるページが必
要です）

④法務局交付の最新の家屋の「登記事項証明
書」（令和2年１月１日以降に取得したもの）

※権利証（登記済証）は登記事項証明書では　
ありません。

⑤印かん
⑥申告者名義の預金通帳口座番号

⑦マイナンバーの確認できる書類及び身元確認
書類（詳細は２月号掲載予定）

住宅敷地等の取得にかかる借入金がある場合
⑧法務局交付の土地の「登記事項証明書」・土地
の売買契約書の写し

増改築などの場合
⑨建築確認済証の写し、検査済証の写し、又は　
建築士等から交付を受けた増改築等工事証　
明書

※①～⑦は皆さん必要です。⑧、⑨は該当する　
場合に必要です。

その他の確定申告に必要な書類等については、
広報２月号に掲載します。

▶問い合わせ先＝税務課　住民税係　　　　　
　　　　　　　 ☎　 ９１２２

▶販売期間＝令和２年２月28日(金)まで
▶有効期間＝令和２年３月31日(火)まで
▶販売場所＝町内郵便局窓口
           (上三川・上蒲生・本郷) 
※購入には購入引換券が必要です。
※注意事項＝【かみのかわサービス・ポイント
カード会】で実施している「上三川・プレミア
ム商品券」とは異なります。

プレミアム付商品券を購入できるのは？

①非課税者分

2019年度分の住民税(均等割)が
課税されていない方

詳しくは、町ホームページを
ご覧ください。

https://funpluswalk.go.jp/download.html

・住民税が課税されている方に
　扶養されている方
　(生計を一にする配偶者、
　扶養親族等)
・生活保護の受給者等

ただし、下記に該当する方は除きます。

2016年4月2日から
2019年9月30日までに
生まれたお子さまがいる世帯の
世帯主

おひとりにつき、

最大2万5千円分の商品券を

2万円で購入できます。

①②両方の要件に該当する方は両方の立場で商品券を購入いただけます。

お子さまおひとりにつき、

最大2万5千円分の商品券を

2万円で購入できます。

②子育て世帯分

｛

　
今
月
の
健
康
の
「
見
え
る
化
」
は
、
先
月
号
の
記
事
に
引
き
続
き
、
「
歩
き
」
に

関
す
る
町
の
新
た
な
取
り
組
み
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
現
在
、
国
の
ス
ポ
ー
ツ
庁
で
は
、
官
民
連
携
の
取
組
と
し
て
「
Ｆ
Ｕ
Ｎ
＋
Ｗ
Ａ
Ｌ

Ｋ(

フ
ァ
ン
プ
ラ
ス
ウ
ォ
ー
ク)

」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
歩
く

こ
と
を
も
っ
と
楽
し
く
、
楽
し
い
こ
と
を
も
っ
と
健
康
的
な
も
の
に
す
る
」
と
い
う

ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
「
歩
く
」
こ
と
で
「
脂
肪
が
付
き
に
く
く
な
る
し
、
ご
は
ん

も
お
い
し
く
食
べ
ら
れ
る
よ
」
と
か
、
「
仕
事
の
能
率
が
あ
が
る
よ
」
「
血
行
も
良

く
な
り
、
む
く
み
が
と
れ
、
美
容
に
い
い
よ
」
な
ど
「
歩
き
」
が
も
た
ら
す
様
々
な

効
果
を
Ｐ
Ｒ
し
、
歩
く
こ
と
を
推
奨
し
て
い
ま
す
。
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
促
進
す

る
た
め
の
一
つ
の
ツ
ー
ル
と
し
て
「
Ｆ
Ｕ
Ｎ
＋
Ｗ
Ａ
Ｌ
Ｋ
」
と
い
う
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

ア
プ
リ
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、

好
き
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
選
ん
で
歩
く

こ
と
で
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
万
歩
計

の
役
割
を
果
た
し
、
歩
い
た
歩
数
に
応

じ
て
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
変
化
し
て
い
く

と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
上

三
川
町
の
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

か
み
た
ん
も
１
月
６
日
か
ら
登
場
い
た

し
ま
す
。

　
ま
た
、
歩
い
て
一
定
の
ポ
イ
ン
ト
を

貯
め
る
と
色
々
な
特
典
を
受
け
ら
れ
た

り
、
町
の
特
産
品
が
抽
選
で
あ
た
る
と

い
う
楽
し
い
機
能
も
盛
り
込
ん
で
お
り

ま
す
。
み
な
さ
ん
も
ぜ
ひ
Ｆ
Ｕ
Ｎ+

Ｗ

Ａ
Ｌ
Ｋ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
か
み
た

ん
の
変
化
を
楽
し
ん
で
み
て
く
だ
さ

▼
問
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合
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先
＝

　
健
康
福
祉
課
　
成
人
健
康
係
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三
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健
康
の
「
見
え
る
化
」⑧

連
載

☎
56

iosの方は
こちらから

Androidの方は
こちらから

　また、子育て世帯分については、購入引換券
を郵送済みです。

い
。

▼
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い
合
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先
＝
税
務
課

　住
民
税
係

　

　
　
　
　
　
　
　
　☎

　９
１
２
２

医
療
費
控
除
の
確
定
申
告
に
つ
い
て

◇
平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、領
収
書
の
提
出
が
不
要

と
な
り
ま
し
た

　
医
療
費
控
除
を
受
け
る
際
は
、「
医
療
費
控
除
の
明
細

書
」の
添
付
が
必
要
で
す
。

　
用
紙
は
税
務
課
窓
口
に
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、事
前
に
記

載
の
上
、確
定
申
告
の
際
に
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」(w

w
w.keisa

n.nt
a.g

o.jp)

で
明
細
書
の
作

成
を
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。領
収
書
及
び
こ
れ
ま
で
ご

利
用
い
た
だ
い
て
い
た
封
筒
の
提
出
は
不
要
で
す
。

※

医
療
費
の
領
収
書
は
自
宅
で
５
年
間
保
管
す
る
必
　

要
が
あ
り
ま
す
。

※

医
療
保
険
者
か
ら
交
付
を
受
け
た
医
療
費
通
知
を
　

添
付
す
る
と
、
明
細
の
記
入
を
省
略
で
き
ま
す(

健
康

保
険
組
合
等
が
発
行
す
る
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」

等)

。

◇
医
療
費
控
除
の
特
例(

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税

制)

に
つ
い
て

　
医
療
費
控
除
の
特
例
と
し
て
、新
た
に
創
設
さ
れ
ま
し

た
。
申
告
者
が
、
健
康
の
保
持
増
進
及
び
疾
病
の
予
防
へ

の
取
組
と
し
て
、
一
定
の
取
組(

人
間
ド
ッ
ク
や
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
等)

を
行
っ
て
お
り
、
１
月
１
日

か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、申
告
者
及
び
生
計
を
一
に

す
る
配
偶
者
そ
の
他
親
族
の
た
め
に
支
払
っ
た
特
定
一

般
用
医
薬
品
等
購
入
費
が
あ
る
と
き
は
、
１
２
，
０
０
０

円
を
超
え
る
額(

最
高
８
８
，０
０
０
円)

を
所
得
控
除
で

き
る
制
度
で
す
。

　
従
来
の
医
療
費
控
除
と
の
選
択
適
用
と
な
り
ま
す
の

で
、
こ
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
場
合
、
従
来
の
医
療
費

控
除
は
、
適
用
で
き
ま
せ
ん
。
詳
細
は
国
税
庁
及
び
厚
生

労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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書（２か所以上から借入れがある場合はすべ
　ての証明書）
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要です）
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カード会】で実施している「上三川・プレミア
ム商品券」とは異なります。

プレミアム付商品券を購入できるのは？
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2019年度分の住民税(均等割)が
課税されていない方
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合
わ
せ
先
＝

　
健
康
福
祉
課
　
成
人
健
康
係
　
　 

９
１
３
３

上
三
川
町
の
健
康
の
「
見
え
る
化
」⑧

連
載

☎
56

iosの方は
こちらから

Androidの方は
こちらから

　また、子育て世帯分については、購入引換券
を郵送済みです。

い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝
税
務
課

　住
民
税
係

　

　
　
　
　
　
　
　
　☎

　９
１
２
２

医
療
費
控
除
の
確
定
申
告
に
つ
い
て

◇
平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、領
収
書
の
提
出
が
不
要

と
な
り
ま
し
た

　
医
療
費
控
除
を
受
け
る
際
は
、「
医
療
費
控
除
の
明
細

書
」の
添
付
が
必
要
で
す
。

　
用
紙
は
税
務
課
窓
口
に
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、事
前
に
記

載
の
上
、確
定
申
告
の
際
に
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」(w

w
w.keisa

n.nt
a.g

o.jp)

で
明
細
書
の
作

成
を
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。領
収
書
及
び
こ
れ
ま
で
ご

利
用
い
た
だ
い
て
い
た
封
筒
の
提
出
は
不
要
で
す
。

※

医
療
費
の
領
収
書
は
自
宅
で
５
年
間
保
管
す
る
必
　

要
が
あ
り
ま
す
。

※

医
療
保
険
者
か
ら
交
付
を
受
け
た
医
療
費
通
知
を
　

添
付
す
る
と
、
明
細
の
記
入
を
省
略
で
き
ま
す(

健
康

保
険
組
合
等
が
発
行
す
る
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」

等)

。

◇
医
療
費
控
除
の
特
例(

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税

制)

に
つ
い
て

　
医
療
費
控
除
の
特
例
と
し
て
、新
た
に
創
設
さ
れ
ま
し

た
。
申
告
者
が
、
健
康
の
保
持
増
進
及
び
疾
病
の
予
防
へ

の
取
組
と
し
て
、
一
定
の
取
組(

人
間
ド
ッ
ク
や
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
等)

を
行
っ
て
お
り
、
１
月
１
日

か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、申
告
者
及
び
生
計
を
一
に

す
る
配
偶
者
そ
の
他
親
族
の
た
め
に
支
払
っ
た
特
定
一

般
用
医
薬
品
等
購
入
費
が
あ
る
と
き
は
、
１
２
，
０
０
０

円
を
超
え
る
額(

最
高
８
８
，０
０
０
円)

を
所
得
控
除
で

き
る
制
度
で
す
。

　
従
来
の
医
療
費
控
除
と
の
選
択
適
用
と
な
り
ま
す
の

で
、
こ
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
場
合
、
従
来
の
医
療
費

控
除
は
、
適
用
で
き
ま
せ
ん
。
詳
細
は
国
税
庁
及
び
厚
生

労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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